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任意予防接種費用の一部助成について
（ロタウイルス・おたふくかぜ・風しん）

平成29年度に町が実施する任意予防接種費用の助成は以下のとおりです。
▶助成の内容

種類 対象者 助成額（上限）助成回数 備考

ロタウイルス
予防接種

ロタリッ
クス

接種時において、生後6週以上
24週未満の方

１回あたり
7,500円

2回
・�ワクチンは2種
類から選択

ロタテッ
ク

接種時において、生後6週以上
32週未満の方

１回あたり
5,000円

3回

おたふくかぜ
予防接種

以下の要件を全て満たす方。
①�接種時に1歳以上2歳未満の
お子さま
②�いままでにおたふくかぜに
かかったことがない方
③�おたふくかぜの予防接種を
受けたことがない方

3,000円 1回

※2歳以上未就
学児までのお子
さまに対する接
種費用の助成は
平成28年度で
終了しました

風しん
予防接種

風しん

以下の要件を全て満たす方。
【女性】
①19歳以上、49歳以下の方
②�妊娠を希望している方（妊娠
中の方は対象外）
③�抗体検査により、風しんの抗
体が少ないと言われた方

（※1）
【男性】
①結婚している19歳以上の方
②�妻が妊娠している、又は今後
妊娠を希望している方
③�抗体検査により、風しんの抗
体が少ないと言われた方

（※1）

3,000円 1回

・�ワクチンは2種
類から選択

・�女性と男性で
は対象者とな
る要件が異な
ります。

麻しん・
風しん
混　合
（MR）

5,000円 1回

助成が受けら
れる医療機関

上三川町、小山市、下野市、野木町の医療機関（一部を除く）

手続きなど 助成が受けられる医療機関で接種した場合は、手続きは不要です（※2）

接種費用 接種費用のうち、助成額を除いた額を、医療機関の窓口でお支払いください

※1　風しんの抗体値が不明な方へ
� �栃木県内の一部医療機関、県南健康福祉センターなどで、風しん抗体検査を無料で受けられ

ます。詳しくは、栃木県のホームページでご確認ください。
※2　助成が受けられない医療機関で接種をした方へ
� �里帰り等の理由により、助成が受けられる医療機関以外で上表の予防接種を受けた場合は、

償還払い(接種費用の全額を医療機関に支払った後、町に助成申請する方法)により助成額の
返金を受けることができます。

◆その他
・事前予約が必要な場合もございますので、接種前には医療機関にご確認ください。
・予診票は医療機関窓口に置いてあるものをご使用ください。

▶問い合わせ先＝健康課　母子健康係☎56 9132
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平成28年度情報公開制度実施状況

楽らく隊・創年倶楽部運営ボランティア　養成講座　受講者募集！

▶問い合わせ先＝総務課　自治行政係☎56 9116

▶問い合わせ先＝保険課　高齢者支援係☎56 9102
上三川町社会福祉協議会☎56 3166

あなたの笑顔がみんなの笑顔に！

　いつまでも住み慣れた地域で元気に生活していくため、これからは住民同士の支え合い・助け合
いの地域づくりが求められています。その要となる「居場所」は、地域でのつながりをつくるきっか
けとなり、介護予防につながる大切な取り組みです。
　町と社会福祉協議会が共催で、「ふれあいいきいきサロン」「ミニサロン」「創年倶楽部」等の居場
所でお手伝いをしていただく人の講座を実施します。地域での活動に興味のある人、ボランティア
活動をしたい人、健康づくりや介護予防の実践をしたい人、どなたでも参加できます。年齢、資格
は問いませんので、ぜひご参加ください。一緒に地域の居場所を盛り上げましょう！

▶日時・内容＝

※�5月31日～ 6月21日の期間に、現場実習として実際のいきいきサロンや創年倶楽部に参加しま
す。日程は初日にお知らせします。
▶場所＝上三川町保健センター (上三川いきいきプラザ内)
▶対象＝修了後、「楽らく隊」または「創年倶楽部運営ボランティア」としてご協力いただける人。
▶費用＝無料
▶申込方法＝5月12日(金)までに、下記まで電話でお申し込みください。

　個人情報保護制度は、町が保有する個人情報の
取扱いに関する基本的なルールを定めるととも
に、町民の皆さんが自己の個人情報について、開
示、訂正等を請求する権利を保障する制度です。
　上三川町個人情報保護条例に基づく平成28年
度(平成28年4月1日～平成29年3月31日)の開示
等請求は次のとおりです。
①個人情報取扱事務登録件数　495件
②個人情報開示請求の状況

　情報公開制度は、町民の皆さんが町の保有する
情報(公文書)の公開を請求する権利を保障し、町
の機関に対して、条例上非公開と定められている
場合を除き、情報を公開することを義務付ける制
度です。
　上三川町情報公開条例に基づく平成28年度(平
成28年4月1日～平成29年3月31日)の請求内容
等は次のとおりです。

※開示請求は、町長部局8件です。
③�訂正・削除・目的外利用及び外部提供の中止
の請求件数　0件
④個人情報に関する苦情の申出件数　0件

※請求は、町長部局27件、教育委員会5件、水
道事業6件、農業委員会1件、議会1件です。

日にち 時間 内容 (変更になる場合もあります )

1 5 月 17日 ( 水 )

午前 9時 30分

～

正午

開講式・講話・活動紹介　など

2 5月 24日 ( 水 ) 講話・グループワーク　など

3 5月 31日 ( 水 ) 講話・認知症サポーター養成講座

4 6月 14日 ( 水 ) 体操・レクレーション・高齢者の運動の実際

5 6月 21日 ( 水 ) もしもの時の救命処置・工作実習

6 6月 29日 ( 木 ) グループワーク・閉講式　など

現
場
実
習
※

平成28年度個人情報保護制度実施状況
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40 26 12 0 2 0


